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≪令和６年度 品川区立伊藤学園 PTA 活動報告≫ 

 

※ 本部役員  

 

４月 １年生入学式 

 歓迎会 

   保護者会（令和６年度部員決め） 

   第１回役員会 

第１回運営委員会 

   定期総会 

   各部全体会・第１回部会 

 ５月 委託事業説明会※書面開催 

   運動会 

   第１回校区教育協働委員会 

6月 － 

７月 第２回校区教育協働委員会 

８月 － 

９月 第１回地域健全育成運営協議会 

   第３回校区教育協働委員会 

１０月 第１回役員選考委員会 

11月 中 P連専門部研修会 

第２回役員会 

第２回運営委員会 

第４回校区教育協働委員会 

第２回役員選考委員会 

大井第二地区清掃活動 

12月 第１３回もちつき会 

中学生の主張大会 

１月 第３回役員選考委員会 

第５回校区教育協働委員会 

２月 新入生保護者説明会（新１・新７年生） 

第３回役員会 

第３回運営委員会 

第６回校区教育協働委員会 

３月  年度末総会※書面開催 

新旧執行部役員引き継ぎ 

委託事業報告会※書面開催 

９年生卒業式 

６年生前期課程修了式 

送別会 
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※ PTA連合会  

 

小学校 PTA連合会 

会長会 

大井西ブロック会長会 

定期総会 

感謝状贈呈式 

幹部研修会 

しながわドリームフェスティバル 

区長・教育長との意見交換会 

新年教育懇談会 

 

※ 地 域  

 

 

 中学校 PTA連合会 

     会長会 

定期総会 

感謝状贈呈式 

幹部研修会 

専門部研修会 

 区長・教育長との意見交換会 

     新年教育懇談会 

     活動発表大会 

 臨時総会 

 

 品川連合地区委員会 

 中学生の主張大会 

 スポーツ交流事業 

 

 

大井第二地区委員会 

定例会：毎月第二水曜日 

 定期総会・臨時総会 

 各種行事実行委員会 

 地域育成部会 

 地区委員研修会 

 地区事業：親子バスハイク 

    地区事業：区民まつり 

    地区事業：レッツトライ 

 地区事業：清掃活動 

 地区事業：施設見学会 

 地区事業：雪あそび※大雪で中止 

 地区事業：地区文化祭 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

町会・他 

東京防犯少年野球大会開会式 

 西大井一丁目町会もちつき 

    大井森下町会もちつき 

 

大井第三地区委員会 

定例会：毎月第三水曜日 

 定期総会・臨時総会 

 各種行事実行委員会 

 環境部会 

 地区委員研修会 

 地区事業：昔あそび 

 地区事業：日帰りキャンプ 

    地区事業：区民まつり 

 地区事業：野外映画会 

    地区事業：みかん狩り 

 地区事業：施設見学会 

 地区事業：わがまち探検 
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◆　　令和６年度　各部年間活動報告　　◆

部
月 学　年　部 文化厚生部 校外生活部 広　報　部 Eco.部

4

第1回部会（部長・副
部長決め、引き継ぎ）
委託事業説明会（書
面）出席  

第1回部会（部長・副
部長決め、引き継ぎ）
委託事業説明会（書
面）

第1回部会（部長・副
部長決め、引き継ぎ）
クラス名簿作成
委託事業説明会（書
面）出席
委託事業計画書作成

第1回部会（部長・副
部長決め、引き継ぎ）

第1回部会（部長・副
部長決め、引き継ぎ）

5

運動会手伝い（受付） 「文化厚生たより特別
号」発行

第2回部会 （年間活
動の説明、パトロー
ル表の作成) 
運動会手伝い（パト
ロール）

編集・発行準備（わか
くさ職員紹介号）
運動会撮影

廃品回収業者と顔合
わせ
第2回部会（年間活動
割り振り、標準服整
理）
資源回収、標準服回
収

6

学校公開受付 第1回家庭教育学級
「保護者のための受
験講座」開催

パトロール準備
地域健全育成運営協
議会準備

編集会議（わかくさ前
期号）
校正会議（わかくさ前
期号）

入稿・発行（わかくさ
職員紹介号）

資源回収、標準服回
収
「標準服ご提供のお
願い」案内の発行

7

親子スポーツ教室
「ドッジビー教室」開
催

「文化厚生たよりVol.
1」発行

夜間パトロール開始 編集会議（わかくさ前
期号）

資源回収、標準服回
収

8
入稿（わかくさ前期
号）

9

次期役員推薦書の配
布

第２回家庭教育学級
「CAP子どもを暴力か
ら守るために」開催

地域・夜間パトロール
通学路の安全・安心
総点検実施
第１回地域健全育成
運営協議会開催

校正会議（わかくさ後
期号）
わかくさ前期号発行

資源回収、標準服回
収
「標準服リユース販売
会開催のお知らせ」
発行

10

学芸発表会受付
第1回役員選考委員
会

「文化厚生たよりVol.
2」発行

地域・夜間パトロール 学芸発表会撮影（わ
かくさ後期号）

資源回収、標準服回
収
第１回標準服リユー
ス販売会開催

11

第2回役員選考委員
会

地域・夜間パトロール
夜間パトロール終了

編集会議（わかくさ後
期号）

資源回収、標準服回
収

12

学校公開受付
もちつき会合同説明
会
もちつき会当日作業

地域パトロール
地域パトロール終了

編集会議（わかくさ後
期号）

資源回収、標準服回
収

1

学校公開受付
第3回役員選考委員
会

もちつき会撮影
日本文化伝統に親し
む日撮影

資源回収、標準服回
収
「標準服リユース販売
会開催のお知らせ」
発行

2

第4回役員選考委員
会

委託事業報告（書面） 委託事業報告（書面） 校正会議・入稿（わか
くさ後期号）

資源回収、標準服回
収
第2回標準服リユース
販売会開催

3

わかくさ後期号発行 資源回収、標準服回
収

4

定期総会活動報告
(書面)

定期総会活動報告
(書面)

定期総会活動報告
(書面)

定期総会活動報告
(書面)

定期総会活動報告
（書面）

※　広報部　第二地区情報誌　「スクランブル」、第三地区情報誌　「お〜い！」　編集へ部員派遣

※　その他　学期毎に１回開催の運営委員会への参加(各部部長・副部長）、
　　　　　　　  学園内、外部研修会、講習会等への参加







役員会 １年生入学式　来賓受付誘導・参列

運営委員会 ９年生卒業式　来賓受付誘導・参列

定期総会・年度末総会 運動会　来賓受付誘導・パトロール

令和７年度部員決め 委託事業説明会

歓送迎会（４月・３月） 委託事業活動

大井第二地区事業（地域清掃） 委託事業報告会

もちつき会 中Ｐ連専門部研修会

役員選考委員会 中Ｐ連活動発表大会

新旧執行部役員引き継ぎ会 中学生の主張大会

各部懇談会

１年生入学式来賓参列 校区教育協働委員会

９年生卒業式来賓参列 新入生保護者説明会

６年生前期課程修了式参列 他校周年記念式典参列

＜小学校PTA連合会＞ ＜中学校PTA連合会＞

担当：会長 担当：会長

定例会議（会長会）参加 定例会議（会長会）参加

各部会・研修会・各種会議参加 各部会・研修会・各種会議参加

定期総会・次年度役員承認総会 定期総会・臨時総会

幹部研修会・新年教育懇談会 幹部研修会・新年教育懇談会

感謝状贈呈式 感謝状贈呈式

しながわドリームフェスティバル 専門部研修会

区長・教育長とPTA会長との意見交換会 活動発表大会

区長・教育長とPTA会長との意見交換会

＜大井第二地区委員会＞ ＜大井第三地区委員会＞

担当：会長＋執行部役員２名 担当：会長＋執行部役員２名

定例会（毎月第二水曜日）出席 定例会（毎月第三水曜日）出席

定期総会・臨時総会出席 定期総会・臨時総会出席

各種行事実行委員会 各種行事実行委員会

地域育成部会 環境部会

地区委員研修会 地区委員研修会

各種地区事業の企画運営 各種地区事業の企画運営

＜品川連合地区委員会＞ ＜町会・他＞

担当：会長・執行部役員 担当：会長・執行部役員

中学生の主張大会 地域清掃

各町会もちつき会

品川区立伊藤学園ＰＴＡ　令和７年度　ＰＴＡ活動計画

地区
委員会

本部役員

ＰＴＡ
連合会

他

＜会長出席（副会長代理出席）＞
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広　報　部

学園広報誌「わかくさ」発行

小Ｐ連専門部研修会・中Ｐ連専門部研修会出席

Ｅｃｏ．部

運営委員会 年間３回運営委員会の開催

地域情報誌編集活動へ数名派遣（大井第二地区「スクランブル」・大井第三地区「お～い」）

資源（新聞、雑誌、段ボール、古紙）の回収

標準服回収・標準服リユース販売

ウェブベルマーク・テトラパック・インクカートリッジ回収、集計、発送

品川区立伊藤学園ＰＴＡ　令和7年度　各部活動計画（案）

学　年　部

役員推薦選考活動（推薦書作成、候補者交渉、役員選考委員会開催）

もちつき会（執行部と共同）

イベント事業部

もちつき会（執行部と共同）

学校行事手伝い（学校公開受付・学芸発表会受付・運動会受付）

小Ｐ連専門部研修会・中Ｐ連専門部研修会出席

委託事業説明会・報告会出席

委託事業実施（家庭教育学級）

小Ｐ連専門部研修会・中Ｐ連専門部研修会出席
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単位（円）

4,004,720 3,997,983 3,274,878

単位（円）

4,004,720 2,192,205 3,274,878

1,870,315 2,221,734

350,000 350,281 0

0 0 0

100 1,138 100

350,100 2,221,734 2,221,834

651,607 701,971

50,000 50,000 50,000

0 0 0

100 364 100

50,100 701,971 752,071

　パソコン一式、事務機器購入費

事
務
機
購
入

前年度繰越金

今年度積立金

事務機購入費

利　息

計

周
年
行
事

前年度繰越金

今年度積立金　寄付金

事務機購入積立金

21 校 内 装 飾 費

利　息

計

支　出

総　　　計

積立金会計 単位（円）

諸
　
　
　
費

220,000 173,114 250,000

0

22 予　　　備　　　費

20

690,720 0 1,626,878

  校内装飾花代（月/10,000円）120,000 114,100 120,000

18

50,000 50,000 50,000

19 周 年 行 事 積 立 金 350,000

0

150,000

　小P研究発表関係費、交通費　他0 0

　ＰＴＡ傷害保険料、レクリエーション保険

150,000

950,000 525,516

17,783

13

17 Ｐ 連 研 究 費 0

16

14

350,000

10,000

47,500

小 ・ 中 Ｐ 連 諸 費

慶 弔 費

保 険 料

記 念 品 費

15

　本校・他校、地域団体関係行事費　他

　PTA主催行事（もちつき会　他）

0

20,000

渉 外 費

80,000

16,627

0 50,000 　活動費、イベント企画・運営費　他0

行 事 関 連 費 60,000

イ ベ ン ト 事 業 部

300,000

Ｅ ｃ ｏ . 部 費 6,000 　活動費、リサイクル関係費、郵送代　他1,100 6,000

9,962 0
活
動
費

6 学 年 部 費

7

広 報 部 費

9

8

12

5 歓 送 迎 会 費

11

10

校 外 生 活 部 費 13,000

文 化 厚 生 部 費 23,000

500,000 423,500

　転出入職員記念品（花束）　他

80,000 0

　活動費、広報誌印刷費、編集会議費　他

42,350

0 　

100,000

　活動費、選考委員会活動費　他

0

費　　　　目

　預金利息　他

4 事 務 諸 費

4,500

事 務 用 品 費 170,000

雑 収 入

会 費

1,063

2,840,400 2,832,900

300

繰 越 金

摘　　　　　　　　要

令和7年度　PTA予算（案）
　　　　　　　　品川区立伊藤学園ＰＴＡ

（収入の部）

摘　　　　　　　　要費　　　　目 予算額前年予算額 前年決算額

30,00050,000

1,468,800

前年決算額 予算額

12,000

10,000

370,000

1,164,020 1,164,020

  活動費、サポーター交通費　他

　会費＠1800円×(家庭数757＋教職員数59)みこみ

1,805,778

300

　連絡交通費

100,000

10,000

　事務用品、消耗品、PC用紙代、PTA保護者ストラップ代 他

2

3

前年予算額

総　　　計

(支出の部）

会 議 費

運
営
費

1 3,433

交 通 費 10,000

170,000

313,862 　事務機器保守契約料、送料、手数料、トナー、ルーター　他370,000

88,858

　各種会議　他12,000

<7>
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品
川
区
立
伊
藤
学
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
個
人
情
報
取
扱
規
定 

 
（
目
的
）  

第
１
条 
本
規
定
は
、
品
川
区
立
伊
藤
学
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
（
以
下
「
本
会
」
と
い
う
。
）
が
取
得
ま
た
は
保
有
す
る
個
人
情
報
（
保
護
者
、
児
童
、
生
徒
、
教
職
員
お
よ
び
そ
の

他
本
会
に
関
わ
る
一
切
の
者
（
以
下
「
対
象
者
」
と
い
う
。
）
の
個
人
情
報
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
正
な
取
扱
い
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
本
会
の
活
動
の
円

滑
な
運
営
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
個
人
情
報
に
関
す
る
対
象
者
の
権
利
お
よ
び
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
指
針
）  

第
２
条 

本
会
は
、
適
用
あ
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
令
お
よ
び
規
則
（
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し
、
当
該
個
人
情
報
保
護
法
お
よ
び
本
規

定
に
従
い
個
人
情
報
（
個
人
情
報
保
護
法
第
２
条
に
定
義
さ
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。
）
の
運
用
管
理
を
行
う
。
な
お
、
本
会
の
活
動
に
お
い
て
個
人
情
報
保
護
法
第

２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
要
配
慮
個
人
情
報
は
取
り
扱
わ
な
い
も
の
と
す
る
。  

 

（
管
理
者
） 

第
３
条 

第
１
条
に
定
め
る
個
人
情
報
（
以
下
「
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
本
会
会
長
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
会
会
長

は
、
取
り
扱
う
個
人
情
報
お
よ
び
業
務
内
容
に
応
じ
適
切
な
役
員
（
本
会
会
則
第

12

条
に
定
め
る
役
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
当
該
個
人
情
報
の
管
理
者
と
し
て

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
あ
た
っ
て
は
、
本
会
の
活
動
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
限
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
秘
密
保
持
義
務
） 

第
４
条 

管
理
者
は
、
個
人
情
報
を
み
だ
り
に
知
ら
せ
、
ま
た
は
不
当
な
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
本
会
の
役
員
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。  

 

（
利
用
目
的
の
特
定
） 

第
５
条 

本
会
は
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
利
用
の
目
的
（
以
下
「
利
用
目
的
」
と
い
う
。
）
を
で
き
る
限
り
特
定
す
る
。 

 

（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
） 

第
６
条 

本
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
対
象
者
の
同
意
を
得
な
い
で
、
前
条
に
定
め
る
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 



<8-2> 

（
不
適
正
な
取
得
） 

第
７
条 

本
会
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
個
人
情
報
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
不
適
正
な
利
用
の
禁
止
） 

第
８
条 

本
会
は
、
違
法
又
は
不
当
な
行
為
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
方
法
に
よ
り
個
人
情
報
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
目
的
の
通
知
等
）  

第
９
条 

本
会
で
は
個
人
情
報
を
次
の
各
号
に
定
め
る
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
。 

（
１
）
本
会
の
活
動
に
関
す
る
業
務
連
絡 

（
２
）
会
則
第

15

条
第
１
項
に
定
め
る
部
員
の
募
集
お
よ
び
決
定 

（
３
）
品
川
区
立
伊
藤
学
園
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
学
校
行
事
ま
た
は
本
会
が
主
催
す
る
行
事
に
関
わ
る
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
の
募
集
お
よ
び
決
定
。 

（
４
）
会
則
第
５
条
第
２
項
に
定
め
る
未
入
会
届
の
管
理 

（
５
）
会
則
第

19

条
第
３
項
に
定
め
る
広
報
部
が
作
成
す
る
広
報
誌
の
作
成
、
掲
載
お
よ
び
配
布 

（
５
）
対
象
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
の
対
応 

（
６
）
会
則
第

15

条
に
定
め
る
役
員
お
よ
び
監
査
の
選
出 

（
７
）
会
則
第
７
条
に
定
め
る
会
費
の
手
続
き 

（
８
）
そ
の
他
本
会
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
管
理
者
が
決
定
し
た
事
項 

２ 

本
会
が
、
前
項
以
外
の
目
的
で
対
象
者
か
ら
個
人
情
報
を
取
得
し
た
場
合
、
速
や
か
に
、
そ
の
利
用
目
的
を
当
該
対
象
者
に
通
知
ま
た
は
公
表
す
る
。 

３ 

本
会
が
、
対
象
者
よ
り
直
接
書
面
に
よ
り
個
人
情
報
を
取
得
す
る
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
対
象
者
に
利
用
目
的
を
明
示
す
る
。 

 

（
開
示
） 

第

10

条 

対
象
者
は
、
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



<8-3> 

２ 

本
会
は
、
当
該
開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
本
人
（
代
理
人
を
含
む
）
確
認
お
よ
び
利
用
目
的
の
確
認
を
実
施
し
た
う
え
で
、
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
、
本
会
は
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
１
）
対
象
者
又
は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合 

（
２
）
本
会
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合 

（
３
）
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

３ 

本
会
は
、
第
１
項
に
定
め
る
請
求
に
係
る
個
人
情
報
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
開
示
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
、
ま
た
は
当
該
個
人
情
報
が
存
在
し
な
い
と
き
は

対
象
者
に
遅
滞
な
く
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
訂
正
等
）  

第

11

条 

対
象
者
は
、
本
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
当
該
個
人
情
報
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
本
会
に
対
し
て
訂
正
、
追
加
ま

た
は
削
除
（
以
下
「
訂
正
等
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
会
は
、
訂
正
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
本
人
（
代
理
人
を
含
む
）
確
認
を
実
施
し
た
う
え
で
、
遅
滞
な
く
こ
れ
に
応

じ
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

本
会
は
、
前
項
の
訂
正
等
を
行
っ
た
と
き
、
ま
た
は
訂
正
等
を
行
わ
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
本
人
に
遅
滞
な
く
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。  

 

（
利
用
の
停
止
等
）  

第

12

条 

対
象
者
は
、
本
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
本
規
定
に
違
反
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
当
該
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
、
第
三
者
提
供

の
停
止
、
ま
た
は
消
去
（
以
下
「
利
用
の
停
止
等
」
と
い
う
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
会
は
、
前
項
の
定
め
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
請
求
に
理
由
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
本
人
（
代
理
人
を
含
む
）
確
認
を
実
施
し
た

う
え
で
、
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
等
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る

場
合
ま
た
は
利
用
停
止
等
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
対
象
者
の
権
利
お
よ
び
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

３ 

本
会
は
、
前
項
に
定
め
る
措
置
を
行
っ
た
と
き
、
ま
た
は
行
わ
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
対
象
者
に
遅
滞
な
く
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。  



<8-4> 

 

（
正
確
性
の
確
保
）  

第

13

条 

個
人
情
報
は
、
管
理
者
が
保
管
す
る
も
の
と
し
、
適
正
に
管
理
す
る
。 

２ 

あ
る
年
度
に
お
い
て
取
得
し
た
個
人
情
報
は
、
当
該
年
度
の
末
日
ま
た
は
当
該
個
人
情
報
が
不
要
と
な
っ
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
廃
棄
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
本
会
の
活
動
に
関
す
る
引
継
ぎ
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
翌
年
度
に
お
い
て
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
個
人
情
報
は
、
管
理
者
の
承
諾
を
得
て
翌
年
度
に

お
い
て
必
要
な
限
度
に
お
い
て
引
き
続
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
利
用
に
よ
り
個
人
情
報
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
、
管
理
者
に
よ
っ
て
廃
棄
を
行
う
も
の
と
す
る
。  

 

（
安
全
管
理
措
置
） 

第

14

条 

管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
ま
た
は
毀
損
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
外
部
へ
の
持
出
等
の
制
限
） 

 

第

15

条 

個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
の
役
員
以
外
の
者
へ
の
送
信
も
し
く
は
送
付
ま
た
は
記
録
媒
体
の
持
ち
出
し
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者

が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
適
切
な
対
応
を
し
た
う
え
で
こ
れ
を
行
う
こ
と 

が
で
き
る
。 

 

（
第
三
者
提
供
の
制
限
）  

第

16

条 

本
会
は
、
個
人
情
報
保
護
法
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
個
人
情
報
を
対
象
者
以
外
に
提
供
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。 

 

（
漏
え
い
等
の
対
応
） 

第

17

条 

管
理
者
は
、
個
人
情
報
を
漏
え
い
、
紛
失
ま
た
は
毀
損
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
（
以
下
「
漏
え
い
等
」
と
い
う
。
）
を
把
握
し
た
場
合
、
直
ち
に
本
会
会
長
に

報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

本
会
会
長
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
に
よ
り
当
該
個
人
情
報
に
関
す
る
対
象
者
の
権
利
お
よ
び
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事

態
が
生
じ
た
旨
を
学
校
に
報
告
し
、
対
象
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則 

本
規
定
は
、
令
和
７
年
５
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。 

 



<９> 
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会 長 ６年 秋廣 誠一 

副会長 

８年・１年 園田 大輔 

５年・２年 小堀 隆 

４年・２年 神田 朋泰 

２年 酒井 綾 

副 校 長 井下 優一 

書 記 

８年・５年 鷹埜 友美 

７年・６年 中西 文枝 

４年・４年 中島 惠 

教 員 成清 正見 

会 計 

６年・４年 倉持 瑞恵 

６年 黒川 千絵 

３年 上野 悠 

監 査 

７年・４年 今西 聖子 

３年 小田切 悠 

教 員 吉田 真美 

 


